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函 館 開 発 建 設 部 

 

 

函館開発建設部総合評価審査委員会の審議概要について 

～第３６回総合評価審査委員会を開催しました～ 

 

 

 
 

 

函館開発建設部は、発注する工事・業務の技術提案に対し、中立かつ公平な審査・評価を確保す

るため、学識経験者から意見を聴取することを目的として、函館開発建設部総合評価審査委員会を

設置しています。 

 

 今回の委員会では、令和５年１０月１日から令和６年３月３１日までに契約した工事７０件、業

務３４件が対象となり、そのうち工事４件、業務１件を抽出して審議が行われました。 

 

（対象工事・業務） 

・一般国道５号 函館市 中野川橋補修工事 

・一般国道２２７号 北斗市 本郷舗装補修工事 

・函館港弁天地区 －５．０ｍ岸壁地盤改良その他工事 

・今金南地区 南原第１工区区画整理工事 

・北海道縦貫自動車道 森町 七飯大沼道路環境調査業務 

 

 

 

令和６年１０月２３日に第３６回函館開発建設部総合評価審査委員会を開催しましたので、審

議概要について別紙のとおりお知らせします。 

【問合せ先】  国土交通省 北海道開発局 函館開発建設部 

         技術管理課 課長   福井 輝喜（電話 0138-42-7685） 

技術管理課 課長補佐 髙  浩行（電話 0138-42-7685） 

函館開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/hk/ 
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開催日及び場所 令和6年10月23日（水）函館開発建設部災害対策室（4Ｆ） 13:25～15:30

委 員

平沢秀之（函館工業高等専門学校教授）

藤森康澄（北海道大学水産科学研究院教授）

渡辺 力（函館工業高等専門学校副校長） （五十音順）

議 事

(1) 第36回審議対象工事(R5.10.1～R6.3.31 契約70件)概要について

(2) 第36回審議対象業務(R5.10.1～R6.3.31 契約34件)概要について

(3) 抽出工事の審議（4件）

(4) 抽出業務の審議（1件）

委員からの意見・質問、それに対する回答等

意見・質問 回 答

(1)第 36 回審議対象工事（ R5.10.1～R6.3.31 契

約 70 件）概要について

・特になし

(2)第 36 回審議対象業務（ R5.10.1～R6.3.31 契

約 34 件）概要について

・特になし

以下、(3)及び(4)について、入札参加者の提案

またはその評価に係わる内容については、技術提

案に関する機密保持の観点から記載しておりませ

ん。

(3)工事の審議

①一般国道５号 函館市 中野川橋補修工事

【公告・評価について】

・提案内容について、コストの判断は行っている

のか。

・資料の提出はＡ４版１枚での提出なのか。

・詳細な記述が無いことについて業者への確認

はないのか。

・提案テーマの設定理由を聞きたい。

・質問に対して回答し、了解をいただいた。

・入札説明書の記載事項を説明し、了解をいただ

いた。

・書面で評価を行っていることを説明し、了解を

いただいた。

・テーマ設定の理由を説明し、了解をいただい

た。

第３６回函館開発建設部総合評価審査委員会審議概要

別紙
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委員からの意見・質問、それに対する回答等

意見・質問 回 答

②一般国道２２７号 北斗市

本郷舗装補修工事

【公告・評価について】

・提案のテーマでＩＣＴに関する提案を除くと

している理由はなにか。

・これから発注される工事は全て週休二日の発

注となるのか。その場合、工期も確保しているの

か。

③函館港弁天地区

－５．０ｍ岸壁地盤改良その他工事

【公告・評価について】

・評価テーマの使い分けはどうなっているのか。

・配点の設定および評価方法を確認したい。

④今金南地区 南原第１工区区画整理工事

【公告・評価について】

・特になし。

(4)業務の審議

①北海道縦貫自動車道 森町

七飯大沼道路環境調査業務

【公告・評価について】

・継続している業務ということだが、これまでの

業務内容について入札参加者に周知しているの

か。

【上記工事・業務について適切な評価と認める】

・提案に記載された際に、費用計上出来なくなる

ことを説明し、了解をいただいた。

・基本的には週休二日で発注し、週休二日を考慮

した工期としていることを説明し、了解をいた

だいた。

・評価テーマについて説明し、了解をいただい

た。

・配点の設定、評価方法について説明し、了解を

いただいた。

・閲覧資料で業務内容や前年度までの有識者と

の協議状況が分かるため前年度受注者だけが

有利になることはないことを説明し、了解をい

ただいた。

－以上－


